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村からのお知らせ | Notice from the Village

認定こども園・の入園児を募集します
保育園・認定こども園 問い合わせ先／住民生活課（☎２６－２４９４　課直通）

　令和５年４月から保育園・認定こども園に入園を希望する方および育児休業明け復職に伴う年度途中入
所を希望する方を対象に入所募集を行います。下記の案内をよくご確認いただき、お申し込みくださるよ
うお願いします。

※待機児童について
　本村では、現在入所が待機状態となっている児童が複数名います。入所判定に公正・公平性を期すため、申込書には誤りのな
いよう正確に記入をお願いします。不明な点につきましては、聞き取り調査を行うこともあります。ご理解とご協力をお願いし
ます。

各園へお問い合わせください。

榛東北部保育園　（☎５４－２９００）

榛東中央こども園（☎５５－０００８）

榛東南部こども園（☎５４－２５７２）

月曜日～土曜日　　  ７時～18時
（保育短時間の場合　８時～16時）

延長保育（希望者）　18時～19時

育児休業明け復職に伴う年度途中入所希望の
方は左記の期間に申請してください。

そのほか入所希望の方は令和５年２月１日以
降入所希望月の２か月前まで受付を行います。

生後８週～就学前の乳幼児

就労や病気等により保育が必要と認められる方

認定こども園の教育機能部分（１号認定）希
望者は、就労や育児休業に関わらず申し込み
できます。（直接認定こども園にお問い合わせ
ください。）

対象者は？

５月以降に
入園したい

保育時間
について

各園の様子

申込書配布・窓口設置　９月１日（木）～
（各園と住民生活課で配布します）

申込書受付期間
９月12日（月）～９月30日（金）

（住民生活課または第一希望の園へご提出ください）
各園：平日　８時30分～17時30分

住民生活課：平日　８時30分～17時15分

　　入所選考　　　11月下旬頃
入所内定通知書発送　12月中旬頃
入所承諾書発送　　３月中旬頃

（入所内定通知書は入所を確約するものではありません）

お知らせ　「２次募集」について
　上記期間に申請できなかった方については
２次募集期間に申請をお願いします。期間以
外での受付はいたしかねますのでご注意くだ
さい。

２次募集受付期間
令和５年１月５日（木）～１月13日（金）

受付場所及び時間
役場住民生活課　平日：８時30分～17時15分

※募集内容の詳細は榛東村ホームページをご確認ください。
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令和５年度の幼稚園・保育園・
幼稚園 問い合わせ先／教育委員会事務局（☎２６－２７６２　課直通）

北幼稚園（☎５４－３２１１）　南幼稚園（☎５４－７８７７）

申込書配布　９月５日（月）～
各幼稚園と教育委員会事務局（役場２階）で配布

受付期間
10月３日（月）～10月18日（火）

（幼稚園に提出）
※10月11日（火）は休園です

入園決定通知　　１月上旬

対象児

時間

給食費

※小学校区域に準じて、入園できる幼稚園が指定されます。
※就労等以外の預かり保育は、別途費用がかかります。
※子育て支援のため、給食費の１割を村で補助しています。
※年収360万円未満相当の世帯は給食費が一部軽減されます。
※ 18歳以下の子どもを３人以上扶養している場合は、３人目以
降の給食費を村が負担します。

３歳児 平成31年４月２日～
　令和２年４月１日に生まれた幼児

４歳児 平成30年４月２日～
　平成31年４月１日に生まれた幼児

５歳児 平成29年４月２日～
　平成30年４月１日に生まれた幼児

教育時間 ８時30分～14時

早朝預かり保育 ７時～８時30分

長時間預かり保育 14時～18時

休業日（夏季ほか）
預かり保育 ７時～18時

2,970円（月額）

子育て支援センターをご利用ください
　保育園・こども園・幼稚園に設置さ
れている子育て支援センターでは、子
育て親子の交流場所の提供や、子育て
等に関する相談・援助を実施していま
す。
　楽しいイベントや子育て講座等が開
催されていますので、親子一緒にお気
軽にご利用ください。
※費用は無料ですが、イベント等で実
費がかかる場合があります。
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村からのお知らせ | Notice from the Village

児童扶養手当
　児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない18歳未満（18歳に達
している場合は、その年度の３月31日まで）の児童を養育している父または母などに対して支給されます。
■手当を受けられる人…次のいずれかの条件に当てはまる児童を養育している父または母など
①父母が離婚　②父または母が重度障害者　③父または母が生死不明　④父または母から１年以上遺棄　
⑤父または母が１年以上拘禁　⑥父または母が保護命令を受けている　⑦未婚の母　⑧父母ともに不明　
⑨父または母が死亡
※上記の条件に該当しても、支給要件、所得制限または公的年金等の金額により、手当が支給されない場
合があります。
■支給額…所得および児童の人数により支給金額が決定されます。

特別児童扶養手当
　特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある20歳未満の児童を養育している父または母（どちら
か所得の多い方）に支給されます。父母以外の人が児童を養育している場合にも支給されます。
※障害の程度、支給要件、所得制限または公的年金等の金額により、手当が支給されない場合があります。
■支給額…児童の障害の程度により支給額が決定されます。

毎年のお手続き　　～「現況届」・「所得状況届」の提出について～
　児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している方は、毎年８月に「現況届」（児童扶養手当）あるいは
「所得状況届」（特別児童扶養手当）を提出してください。この届けを提出しないと、児童扶養手当の場合
11月分から、特別児童扶養手当の場合８月分からの手当を受給することができなくなりますので、手続き
を済ませていない方は、お早めに手続きをしてください。
※児童扶養手当・特別児童扶養手当ともに、受給要件を満たさなくなった後に手続きを行わず、受給を続
けた場合には、手当を返還する必要があります。婚姻、住所異動、家族構成の変化など、受給要件に関す
る事項に変更のあった場合には、速やかに役場にて手続きを行ってください。

児童扶養手当・特別児童扶養手当のご案内
 問い合わせ先  住民生活課（☎２６－２４９４　課直通）

困ったときの保育サービス
保育園・こども園の一時預かり
　保護者が急病になったときや、育児のリフレッシュなどの際に利用できます。

幼稚園の一時預かり
　通常の保育時間外（夏休みなどを含む）に保育を行います。

村内の病後児保育
　病後児保育（子どもの症状が、回復期にあるときに病院等で預かります。）
　　こもれび（榛東中央こども園隣地） 榛東村山子田2531－33 ☎0279－55－0008

ファミリー・サポート・センター
　 子育て援助をするボランティア（提供会員）が子どもの保育園等への送り迎えや、預かりなどを
行います。詳しくはファミリーサポートセンターへご連絡ください。
　渋川市渋川1338－４　☎0279－22－5200
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○調査期日　令和４年10月１日（土）現在
○調査対象　指定調査区から選定された全国の約54万世帯（15歳以上の世帯員）
○調査目的　国民の就業状態を調査し、就業構造を地域別に詳細を明らかにし、国や地方公共団体におけ

る雇用政策、経済政策などの各種行政施策立案の基礎資料として利用されます。
○回答方法　インターネット、郵送及び調査員へ調査票を提出する方法にてご回答ください。
○回答期限　調査票が届いた日～令和４年10月10日（月・祝）まで
○そ の 他　調査票にご記入いただいた内容は、統計作成の目的以外に使用することはありません。調査

員が調査をお願いする世帯に伺いますので、調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願い
いたします。訪問させていただく調査員は、調査員証を携行しています。調査員を装った不
審者・電話などの「かたり調査」にご注意ください。

　榛東村では、コロナ禍において原油価格・物価高騰等に直面する生活者や事業者の方を支援するため、
上水道料金のうち「基本料金」を免除します。
【対象期間】
　令和４年９月分～令和５年２月分（計６か月間）
【対象世帯】
　本村水道使用世帯（個人・事業所を含む。）
　事前の免除手続きは、必要ありません。
【対象外世帯】
　官公庁・臨時用・消火演習用は、免除にはなりません。
【免除内容】
　（例）１か月当たりの使用水量が「25㎥」の場合

項　目 使用水量（例） 通　　常 免 除 後

基本料金
（１,１００円／１０㎥） １０㎥ １,１００円 　　　 ０円

超過料金
（１６５円／㎥） １５㎥ ２,４７５円 ２,４７５円

合　　計 ２５㎥ ３,５７５円 ２,４７５円
　※　一般用（一般地域）の例です。

○　上水道料金の超過料金や下水道料金は、免除にはなりません。
○　上水道の使用水量が基本料金の範囲内（１０㎥まで）のときは、上水道料金は発生しません。その場
合であっても、毎月の検針票は発行し、ポスト等にお届けします。
○　毎月の検針票には、基本料金の免除前の金額が記載されていますが、基本料金を除いた金額を請求し
ますので、あらかじめご了承ください。

令和４年就業構造基本調査を実施します
 問い合わせ先  企画財政課（☎２６－２４０７　課直通）

上水道料金の基本料金を免除します
 問い合わせ先  上下水道課（☎２６－２６４２　課直通）
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　マイナンバーカードの申請は、次のいずれかの方法で行ってください。ご不明な点がありましたら、マ
イナンバーカード総合サイトでご確認いただくか、住民生活課にお問い合わせください。
　毎月第２水曜日の午後７時30分まで、令和４年７月から12月まで毎月最終日曜日の午前中に申請・交
付窓口を開設しています。ご利用ください。

マイナンバーカードを作りましょう！
 問い合わせ先  住民生活課（☎２６－２４９４　課直通）

○申請・交付日時
　月～金曜日（祝日を除く）　午前９時から午後５時　※毎月第２水曜日は午後７時30分まで
　毎月最終日曜日（令和４年12月まで）　午前９時から正午まで（最終受付：午前11時30分まで）

マイナンバーカードの申請方法
① 申請するときに役場へ行き、後日自宅にカードが郵送される方法

② 郵送またはインターネットで申請し、カードを役場で受け取る方法

役場で申請
※必要書類をお持ちください

郵送または
インターネットで申請

役場からご自宅へ
交付通知書（はがき）の送付

カード作成
（１～２ヵ月かかります）

カード作成
（１～２ヵ月かかります）

役場で受け取り
※必要書類をお持ちください

本人限定受取郵便で
ご自宅へ郵送

・通知カード（お持ちの方のみ）　　　　　　・住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
・本人確認書類（下表のAから１点かつBから１点、またはAから２点）
・顔写真（役場で撮影できます）
※15歳未満の方や成年被後見人の方は、別途必要書類があります。お問い合わせください。
※既にマイナンバーカードをお持ちの方で、更新等の手続きをご希望の場合は期限切れのマイナンバーカードをご持参ください。

必要書類

・通知カード（お持ちの方のみ）       　・住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
・交付通知書（はがき）
・本人確認書類（下表のAから１点、またはBから２点）
※成年被後見人の方は、別途必要書類があります。お問い合わせください。
※既にマイナンバーカードをお持ちの方で、更新等の手続きをご希望の場合は期限切れのマイナンバーカードをご持参ください。

必要書類

本人確認書類について

A
住民基本台帳カード（写真付き）、運転免許証、運転経歴証明書（交付年月日が平成24年４月
１日以降のものに限る）、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カー
ド、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

B 健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、医療受給者証、生活保護受給者証、電気工事士免状、
無線従事者免許証、検定合格証など

マイナンバーカードの写真撮影サービスを実施しています！
　住民生活課でマイナンバーカードの写真を撮影しています。マイナンバーカードを申請される際は、ご
利用ください。
※マイナンバーカードの作成が目的の場合に限ります。

※マイナポイントに関する問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤルへ　☎0120－95－0178
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　令和３年度特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し、第10区コミュニティセンターの改修を行いまし
た。この交付金は、防衛省が指定した市町村に対して交付され、公共施設の整備及び生活環境の改善など
に充てることができ、住民生活の安定と利便性の向上に寄与するものです。
　大きな改修箇所として、トイレのバリアフリー化や集会室の全面タイルカーペット化などを行い、地域
の方々がより便利に利用できるようになりました。

　群馬県市町村振興協会では、宝くじの収益による助成事業（魅力あるコミュニティ事業）を行っています。
この事業は、宝くじの普及広報を行うことやコミュニティの健全な発展を図ることを目的に自治会などに
助成を行うものです。
　令和４年度は、榛東村自治会連合会がポータブル蓄電池を各コミュニティセンターに整備しました。事
前に蓄電した電力が無くなった際には、付属の簡易太陽光パネルからも蓄電することができます。災害時に、
電源確保として活用いただけます。

コミュニティセンターの施設整備について
 問い合わせ先  総務課（☎２６-２１９５　課直通）

宝くじの助成金でポータブル蓄電池を整備しました
 問い合わせ先  総務課（☎２６－２１９５　課直通）
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　榛東村では、高齢者の詐欺被害を未然に防ぐため、自動応答録音機能などのついた電話機や機器の購入
費用を補助します。補助金額は、対象費用の２分の１で、最大5,000円です。
（設置や付属品などにかかった費用は対象外です）

詐欺電話の撃退に効果的です

通話の自動録音機などの購入費用補助
 問い合わせ先  総務課（☎２６－２１９５　課直通）

　高齢者の長寿を祝福し、敬老の意を表するとともに、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的として、
敬老祝金・祝品を支給します。

敬老祝金
祝金支給対象者

　令和４年９月１日現在で、榛東村に居住し住民基本台帳に記載されている方で、令和４年12月31日ま
でに満80歳、満85歳、満90歳、満95歳または満100歳以上である方。

敬老祝金・祝品を支給します
 問い合わせ先  健康保険課（☎２６－２５１３　課直通）

支給金額

年齢 支給金額
８０歳の方    ６,０００円
８５歳の方 １０,０００円
９０歳の方 ２０,０００円
９５歳の方 ３０,０００円

   １００歳以上の方 ５０,０００円

敬老祝品
祝品支給対象者

　令和４年９月１日現在で、榛東村に居住し住民基本台帳に記載されている方で、令和４年12月31日ま
でに満91歳～満94歳、満96歳～満99歳になられる方。

祝金・祝品支給時期

　９月中旬～下旬

支給祝品

　榛東村商工会商品券

対象者（全てに該当する人） 申請方法

対象機器（全てに該当する物） 申請に必要なもの

・村に住民登録があり居住している

・ 満70歳以上 の方が属する世帯
・世帯員全員が村税を完納している

・役場総務課にある申請書に記入し、申請してください。申請
書は、村ホームページからダウンロードできます
・予算額に達した場合は、申請の受付を終了します

・「通話が録音されます」などの警告
メッセージが流れる
・通話内容が自動で録音できる
・令和４年度中に購入した
・自宅に設置した

・メーカー、品名、品番、日付の記載された領収書の写し
・購入した電話機等の機能が確認できる書類
　（カタログ、取扱説明書等の写し）
・申請書　　　・通帳
・同意書

支給方法

　地域の民生委員児童委員から対象の方に配付
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　榛東村では、村内の空き家の利活用を促進し、地域の活性化や定住の促進を図るため、空き家のリフォー
ムをする方に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象工事 補助率 補助上限額

榛東村に定住すること（10年以上住所を定めること）
を目的とするリフォーム

補助対象費用の２分の１
50万円

（加算金あり）

榛東村で事業を営むことを目的とするリフォーム 補助対象費用の２分の１ 100万円

　村内に所有している空き家の売却や賃貸を行いたい方が、空き家の購入や賃借を希望する方へ向け、イ
ンターネット上で情報を公開するシステムが空き家バンクです。空き家を所有する方で、空き家バンクへ
の登録に興味のある方は、建設課までご相談ください。

空き家のリフォームに補助金が交付されます
 問い合わせ先  建設課　（☎２６－２６０９　課直通）

空き家バンクへの登録物件を募集します
 問い合わせ先  建設課（☎２６－２６０９　課直通）

補助対象者
次の全ての要件を満たす方
（１）次のいずれかに該当する方
ア　所有者または所有者の法定相続人（以下「所
有者等」という。）。ただし、所有者等が複数い
る場合は、その全員から空き家のリフォームに
関する承諾を得られる方に限る。
イ　賃貸借契約に基づき、所有者等から空き家を
賃借する方。ただし、所有者等から空き家のリ
フォームに関する承諾を得られる方に限る。

（２）村税に滞納がない方
（３）榛東村暴力団排除条例第２条に規定する暴力
団または暴力団員等もしくはそれらと密接な関係
を有していない方

申請方法など
　補助金の交付を希望する方は、建設課で事前相
談した後に、令和５年１月31日までに必要書類を
作成して交付申請をしてください。 

登録の流れ
１．建設課に事前相談
　まずはお気軽にご相談ください。制度の
詳細や申請手続き等をご案内します。
２．物件登録申請書類の提出
３．空き家の調査
　書類審査・現地調査により登録の可否を
決定します。
４．空き家バンクへの登録・公開
　登録決定後空き家バンクで公開します。 

榛東村空き家バンク
（https://shinto-v10344.akiya-athome.jp）
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村からのお知らせ | Notice from the Village

８ 月 新 刊 情 報 中央公民館図書室
 問い合わせ先  中央公民館（☎５４－２５７３）

大会等の結果をお知らせします

【第40回村民ソフトテニス大会】
◇個人戦（一般の部）７ペア出場
　優　勝：南さん・山田さん　ペア
　準優勝：村上さん・牧口さん　ペア
　第３位：八代さん親子　ペア　
　　　　　中島さん・小峰さん　ペア
◇団体戦（区対抗）６チーム出場
　優　勝：第６区
　準優勝：第14区
　第３位：第９区

【第12回ラージボール卓球大会】
◇　男子シングルス 優勝 吉原　光政さん
◇　女子シングルス 優勝 小野関　絹代さん
◇　75歳（女子） 優勝 今成　豊子さん
◇　80歳（男子） 優勝 金光　隆蔵さん
◇　80歳（女子） 優勝 関根　寛子さん

【令和４年度村民卓球大会】
◇個人戦
　一般男子　優勝　桜井　裕樹さん
　一般女子　優勝　山崎　久江さん

◇団体戦　４チーム出場
　優　勝：マスカット 
　準優勝：第３区
　第３位：第20区

利用時間　午前８時30分から午後５時まで　　休館日　毎週月曜日・祝日

書　　　名 著者名
砂に埋もれる犬 桐野　夏生
夏の体温 瀬尾　まいこ
チョウセンアサガオの咲く夏 柚月　裕子
小説　秋月鶴山 童門　冬二
残月記 小田　雅久仁
香君　（上）・（下） 上橋　菜穂子
輝山 澤田　瞳子
刑事弁護人 薬丸　岳
キリンの運びかた、教えます　 岩貞　るみこ
ショートケーキになにのせる？ おおの　こうへい

おすすめ本

赤と青とエスキース
青山　美智子
メルボルンの若手画家が描いた一枚
のエスキース（絵画）。
恋人への愛、推しへの愛、弟子への
愛、元彼への愛。そして繋がるエピ
ローグ…
一枚の絵画をめぐる物語です。

まいごのモリーとわにのかばん
こまつ　のぶひさ
モリーはおでかけが大好き。
自信まんまん、ひとりでできる
のです。
でも、だいたい迷子になるので
す。
さあ、お父さんがくれた、わに
のかばんを持っておでかけで
す！

書　　　名 著者名
かみなりどんがやってきた 中川　ひろたか
あばれネコ キューライス
メロンパンツ しぶや　こうき
朱色の化身 塩田　武士
とうもろこし　ぬぐぞう はらしま　まみ
ぼくのねこ 鈴木　のりたけ
学校の怪談　５分間の恐怖 中村　まさみ
ひみつのおばけ一家 岩崎　洋司
七不思議神社　幽霊の待つ学校 緑川　聖司
先生、感想文、書けません！ 山本　悦子
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が
ん
検
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

拡
大
に
よ
り
、
２
０
２
０
年
か
ら
が
ん

検
診
が
一
時
中
断
さ
れ
た
こ
と
や
、
が

ん
検
診
の
受
診
控
え
に
よ
り
、
あ
ま
り

病
状
が
進
行
し
て
い
な
い
早
期
が
ん

の
診
断
が
減
少
し
、
あ
る
程
度
病
状
が

進
行
し
て
か
ら
発
見
さ
れ
る
進
行
が

ん
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

が
ん
は
早
期
発
見
・
早
期
治
療
で

き
れ
ば
治
る
可
能
性
が
高
い
病
気
で

あ
り
、
が
ん
検
診
で
は
多
く
の
早
期
が

ん
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

が
ん
に
か
か
る
人
の
割
合
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
下

で
あ
っ
て
も
ほ
ぼ
変
わ
り
ま
せ
ん
。
が

ん
の
早
期
発
見
の
た
め
に
も
、
が
ん
検

診
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

集
団
検
診
（
保
健
相
談
セ
ン

タ
ー
で
実
施
）
に
つ
い
て

◆
７
月
13
日
か
ら
集
団
検
診
の
予
約

を
開
始
し
ま
し
た

　

現
在
９
月
・
10
月
の
集
団
検
診
の

予
約
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
申
込
の

締
め
切
り
は
、
希
望
日
の
１
週
間
前
ま

で
に
な
り
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
、
ぜ

ひ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◆
予
約
方
法

℻  
５
５
―
０
１
９
４

　

☎
７
０
―
８
０
５
２

※
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
予
約
の
場
合
は
、
受
診

シ
ー
ル
に
同
封
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

の
予
約
申
込
書
を
使
用
し
て
く
だ

さ
い
。

※
感
染
症
予
防
対
策
の
た
め
来
所
で

の
予
約
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

※
12
月
の
集
団
検
診
の
予
約
は
、
10
月

12
日(

水)

か
ら
開
始
し
ま
す
。

◆
９
月
・
10
月
の
検
診
を
お
申
込
み

の
方
に
、
予
約
票
と
受
診
票
を
お

送
り
し
ま
し
た

　

検
診
を
お
申
込
み
い
た
だ
い
た
方

に
、
予
約
票
・
受
診
票
等
を
順
次
お
送

り
し
て
い
ま
す
。届
い
て
い
な
い
方
は
、

保
健
相
談
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

個
別
検
診
（
医
療
機
関
で

実
施
）
に
つ
い
て

6
月
か
ら
個
別
検
診
を
開
始
し
て

い
ま
す
。
予
約
方
法
等
の
詳
細
は
、
受

診
シ
ー
ル
に
同
封
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

を
ご
確
認
の
う
え
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
検
診
期
間

〇
特
定
健
診
・
長
寿
健
診
・
健
康
づ

く
り
健
診
…
６
月
１
日
〜
11
月
30

日
〇
乳
が
ん
検
診
…
６
月
１
日
〜
２
月

28
日

〇
子
宮
頸
が
ん
検
診
…
６
月
１
日
〜

２
月
28
日

〇
胃
内
視
鏡
検
査
…
７
月
１
日
〜
12

月
24
日
（
医
療
機
関
へ
の
予
約
は

11
月
30
日
ま
で
）

○
歯
周
疾
患
検
診
…
６
月
１
日
〜
１

月
31
日

※
胃
内
視
鏡
検
査
を
希
望
の
方
に
は

受
診
に
必
要
な
書
類
を
お
渡
し
し

ま
す
。
事
前
に
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

榛
東
村
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

　

☎
７
０
│
８
０
５
２

お

元気ですか

保健相談
センター
です

しんとう健康ダイヤル24

☎０１２０－０７７－００５
24時間・年中無休　通話料・相談料無料

健康相談、医療相談、介護相談、育児相談や医療機関情報を提供します。
医療機関を受診すべきか迷ったら、まずは電話でご相談ください。
※電話番号は必ず非通知設定を解除してご利用ください。

内科 外科 歯科

９月

４日（日）
佐 藤 医 院 塚 越 ク リ ニ ッ ク 北 毛 病 院 三 剛 歯 科 医 院

（北　橘） （渋　川） （渋　川） （伊香保）

☎52-3003 ☎60-7700 ☎24-1234 ☎72-3430

11日（日）
石 北 医 院 痛みのクリニック長谷川医院 渋 川 医 療 セ ン タ ー 佐 鳥 歯 科 ク リ ニ ッ ク

（渋　川） （吉　岡） （子　持） （渋　川）

☎22-1378 ☎30-5055 ☎23-1010 ☎22-0069

18日（日）
湯 浅 内 科 ク リ ニ ッ ク 青い鳥ファミリークリニック 井野整形外科リハビリ内科 佐 藤 歯 科 医 院

（渋　川） （渋　川） （吉　岡） （吉　岡）

☎20-1311 ☎26-2681 ☎30-5255 ☎54-8330

19日（祝）
本 沢 医 院 入 内 島 内 科 医 院 有 馬 ク リ ニ ッ ク 永 井 歯 科 医 院

（渋　川） （渋　川） （渋　川） （赤　城）

☎23-6411 ☎60-7322 ☎24-8818 ☎56-8854

23日（祝）
赤 城 開 成 ク リ ニ ッ ク 佐 藤 医 院 と ま る ク リ ニ ッ ク 小 野 上 歯 科 診 療 所

（赤　城） （吉　岡） （渋　川） （小野上）

☎20-6500 ☎54-2756 ☎26-7711 ☎59-2493

25日（日）
川 島 内 科 ク リ ニ ッ ク 岡 本 内 科 ク リ ニ ッ ク 加 藤 整 形 外 科 医 院 ほ し か わ 歯 科 医 院

（渋　川） （吉　岡） （渋　川） （渋　川）

☎23-2001 ☎20-5353 ☎20-1007 ☎24-8835

休日当番医
急病で救急車を要する場合は、迷わず「１１９番」
救急医療情報テレフォンサービス　☎０２７９－２３－００９９
夜間急患診療所（午後７時～10時、年中無休）☎０２７９－２３－８８９９
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戦
没
者
等
の
ご
遺
族
の
皆
さ
ま
へ

　

第
十
一
回
特
別
弔
慰
金
の
請
求
期

限
は
令
和
５
年
３
月
31
日
（
金
）
ま

で
で
す
。
請
求
期
限
を
過
ぎ
る
と
、

第
十
一
回
特
別
弔
慰
金
を
受
け
る
権

利
が
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
お
早
め

に
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

■
支
給
対
象
者

　

令
和
２
年
４
月
１
日
（
基
準
日
）

に
お
い
て
、「
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶

助
料
」
や
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等

援
護
法
に
よ
る
遺
族
年
金
」
等
を
受

け
る
方
（
戦
没
者
等
の
妻
や
父
母
等
）

が
い
な
い
場
合
に
、
次
の
順
番
に
よ

る
先
順
位
の
ご
遺
族
お
一
人
に
支
給

し
ま
す
。　
　

　

①
令
和
２
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦

傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ

る
弔
慰
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
方

　

②
戦
没
者
等
の
子

　

③
戦
没
者
等
の
父
母
、孫
、祖
父
母
、

兄
弟
姉
妹
（
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、

生
計
関
係
を
有
し
て
い
る
等
の
要
件

を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
り
、

順
番
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。）

　

④
右
記
①
〜
③
以
外
の
戦
没
者
等

の
三
親
等
内
の
親
族
（
甥
、
姪
等
）

　

た
だ
し
、
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま

で
引
き
続
き
１
年
以
上
の
生
計
関
係

を
有
し
て
い
た
方
に
限
り
ま
す
。

■
支
給
内
容

　

額
面
25
万
円
、
５
年
償
還
の
記
名

国
債

■
請
求
窓
口

　

榛
東
村　

住
民
生
活
課
（
郵
送
に

よ
る
請
求
も
で
き
ま
す
。）

■
留
意
事
項

　

特
別
弔
慰
金
は
、
ご
遺
族
を
代
表

す
る
お
一
人
が
受
け
取
る
も
の
で

す
。
ご
遺
族
間
の
調
整
は
、
記
名

国
債
を
受
け
取
っ
た
方
が
責
任
を

持
っ
て
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　

榛
東
村　

住
民

生
活
課　

　

☎
２
６
―
２
４
９
４
（
課
直
通
）

屋
外
広
告
物
の
表
示
に
は
、
許
可

が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

　

屋
外
広
告
物
と
は
、
常
時
ま
た
は

一
定
の
期
間
継
続
し
て
、
屋
外
で
、

公
衆
に
対
し
て
、
表
示
さ
れ
る
広
告

塔
、
広
告
版
、
は
り
紙
、
は
り
札
等

の
こ
と
で
す
。

　

群
馬
県
で
は
、
屋
外
広
告
物
条
例

を
制
定
し
、「
禁
止
物
件
」
や
「
禁
止

地
域
」、「
禁
止
広
告
物
」
等
、
屋
外

広
告
物
に
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
屋
外
広
告
物
の
表
示
が
許
可

さ
れ
て
い
る
地
域
に
お
け
る
許
可
基

準
に
つ
い
て
も
定
め
て
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

渋
川
土
木
事
務
所　

施
設
管
理
係

　

☎
２
２
―
４
０
５
５

全
国
一
斉
「
子
ど
も
の
人
権
１

１
０
番
」
強
化
週
間
に
つ
い
て

■
内
容　

法
務
省
及
び
全
国
人
権
擁

護
委
員
連
合
会
で
は
、
８
月
26
日

（
金
）
か
ら
９
月
１
日
（
木
）
ま

で
の
１
週
間
を
「
子
ど
も
の
人
権

１
１
０
番
強
化
週
間
」
と
し
て
、

い
じ
め
、
体
罰
、
虐
待
な
ど
、
子

ど
も
の
人
権
に
関
す
る
相
談
・
悩

み
ご
と
に
つ
い
て
の
電
話
相
談
の

取
扱
時
間
を
延
長
し
ま
す
。
対
応

は
人
権
擁
護
委
員
と
法
務
局
職
員

が
当
た
り
、
秘
密
は
固
く
守
り
ま

す
。

■
専
用
電
話
番
号
（
全
国
共
通
）

　

☎
０
１
２
０
―
０
０
７
―
１
１
０

　

※
通
話
無
料

　

※
Ｉ
Ｐ
か
ら
は
接
続
で
き
ま
せ

ん
。

■
受
付
時
間

　

月
曜
日
〜
金
曜
日

　

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
７
時
ま

で

　

土
曜
日
・
日
曜
日

　

午
前
10
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

「
と
ら
い
あ
ん
ぐ
る
ん
相
談
室
」

（
群
馬
県
）
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

■
内
容　

ぐ
ん
ま
男
女
共
同
参
画
セ

ン
タ
ー
で
は
、
専
門
の
相
談
員
が

皆
さ
ん
の
お
話
を
伺
い
ま
す
。

　

悩
み
等
を
ひ
と
り
で
抱
え
込
ま
な

い
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

■
相
談
日
時

　

〈
女
性
電
話
相
談
〉

　

毎
週
火
・
水
・
金
・
日

　

９
時
〜
12
時

13
時
〜
16
時

　

（
年
末
年
始
、
祝
日
、
月
曜
日
が

祝
日
（
振
替
休
日
を
含
む
）
の
場

合
の
火
曜
日
は
休
み
）

◇
女
性
相
談
専
用
電
話
番
号

　

０
２
７
―
２
２
４
―
５
２
１
０

　

〈
男
性
電
話
相
談
〉

　

毎
月
２
回　

第
２
・
第
４
日
曜
日

13
時
〜
16
時

◇
男
性
相
談
専
用
電
話

　

０
２
７
―
２
１
２
―
０
３
７
２

■
費
用　

無
料

▼
問
い
合
わ
せ
先　

　

ぐ
ん
ま
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
２
７
―
２
２
４
―
２
２
１
１

お知らせ

NEWS

榛東村地域包括支援センター

　本村在住の高齢者の方で、困りごとや
心配ごとがありましたらご相談ください。
■場所：榛東村保健相談センター内

（☎０２７９－２５－８４４１）

『無料税務相談』
　関東信越税理士会会員の税理士によ
る税に関する無料相談
■日時：９月16日(金)
　　　　午後１時～午後４時
■場所：榛東村役場１階111相談室
■予約：税務課（☎26－2195　課直通）
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第
26
回
「
群
馬
銀
行
環
境
財

団
賞
」
募
集
の
お
知
ら
せ

■
募
集
テ
ー
マ

◇
身
近
な
自
然
環
境
や
生
態
系
等
の

保
全
と
活
用
に
向
け
た
実
践
活
動
、

研
究
、
提
案
な
ど

◇
持
続
可
能
な
社
会
づ
く
り
（
省
エ

ネ
、
５
Ｒ
な
ど
）
に
向
け
た
身
近

な
実
践
活
動
、
提
案
な
ど

■
応
募
資
格　

　

群
馬
県
内
の
営
利
を
目
的
と
す
る

事
業
活
動
を
行
わ
な
い
法
人
・
団

体
（
学
校
を
除
く
）
な
ら
び
に
個

人
。
前
回
の
受
賞
か
ら
５
年
を
経

過
し
た
既
受
賞
者
も
応
募
を
可
と

し
、
再
受
賞
で
き
ま
す
。

■
表
彰
内
容　

表
彰
式
を
開
催
し
、

助
成
金
と
し
て
１
先
20
万
円
（
10

先
以
内
）
を
贈
呈
い
た
し
ま
す
。

■
応
募
方
法　

応
募
用
紙
に
ご
記
入

の
う
え
、
左
記
宛
に
ご
送
付
く
だ

さ
い
。
応
募
用
紙
は
、
当
財
団
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
て
い
た
だ
く
か
、
ま
た
は
、

下
記
の
事
務
局
に
電
話
に
て
ご
請

求
く
だ
さ
い
。

■
応
募
締
切　

令
和
４
年
11
月
30
日

（
水
）

▼
問
い
合
わ
せ
先　

公
益
財
団
法
人

　

群
馬
銀
行
環
境
財
団

　

☎
０
２
７
―
２
５
５
―
６
１
６
０

「
ぐ
ん
ま
創
業
ス
ク
ー
ル
」

受
講
生
募
集

　

創
業
す
る
た
め
に
必
要
な
基
本
的

ノ
ウ
ハ
ウ
と
創
業
後
の
顧
客
獲
得

方
法
や
売
上
ア
ッ
プ
の
た
め
の
極

意
を
学
ぶ
「
ぐ
ん
ま
創
業
ス
ク
ー

ル
」（
榛
東
村
の
特
定
創
業
支
援
事

業
）
が
次
の
と
お
り
開
催
さ
れ
ま

す
。

■
対
象
者　

県
内
で
創
業
を
予
定
し

て
い
る
方
、
起
業
に
興
味
。
関
心

の
あ
る
方
（
原
則
、
１
年
以
内
の

創
業
を
検
討
し
て
い
る
方
）

■
開
催
日
程

10
月
２
日
・
９
日
・
16
日
・
23

日
・
30
日

※
開
催
時
間
は
、
午
前
10
時
〜
午
後

４
時

■
開
催
場
所　

群
馬
県
商
工
連
会
館

２
階
大
研
修
室

■
定
員　

20
名

■
受
講
料　

無
料

■
備
考　

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響

に
よ
り
、
延
期
ま
た
は
中
止
の
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。

■
申
込
方
法　

群
馬
県
商
工
連
合
会

の
Ｈ
Ｐ
か
ら
申
込
書
を
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
、
メ
ー
ル
・
Ｆ
ａ
ｘ
・

郵
送
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

群
馬
県
商
工
会
連
合
会

　

☎
０
２
７
―
２
３
１
―
９
７
７
９

　

榛
東
村
商
工
会

　

☎
５
４
―
２
３
１
８

募集

RECRUITMENT

登録できない方は、総務課で
お手伝いします。

しんとう安全・安心メールにご登録を
　村内の防災、防犯、火災、行政情報等を電子メー
ルで配信するサービスです。
　登録は、空メールを送信して手続きを行って
ください。

ml.shinto@e-park.ne.jp

行政相談を開催します
■日時…９月16日（金）
　　　　午後１時～午後４時
■会場…楽集センター
■ 内容…国・県・市町村などの行政に
関することについて、相談をお受け
します。お気軽にご相談ください。

防災行政無線の放送内容は電話でも防災行政無線の放送内容は電話でも
確認できます。確認できます。

☎0279-54-3499☎0279-54-3499

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会

を
開
催
し
ま
す

■
内
容

　

事
業
者
の
皆
様
に
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
た

だ
く
た
め
、
イ
ン
ボ
イ
ス
説
明
会

を
開
催
し
ま
す
。

■
日
程

▼
問
い
合
わ
せ
先　

　

高
崎
税
務
署
法
人
課
税
第
１
部
門

　

☎
０
２
７
―
３
２
２
―
４
８
６
２

開催日時 開催時間・場所
定員
【事前
登録制】

申込期限

令和４年８月31日㈬ 開催時間
【午前】

９時30分～10時30分
【午後】

13時30分～14時30分
開催場所

高崎税務署（３階会議室）
高崎市東町134番地12
高崎地方合同庁舎

15名 令和４年８月25日

令和４年９月30日㈮ 15名 令和４年９月26日

令和４年10月31日㈪ 15名 令和４年10月25日

令和４年11月17日㈭ 15名 令和４年11月11日

令和４年12月１日㈭ 15名 令和４年11月25日
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日 月 火 水 木 金 土

28 29 30 31 1 2 3
楽 9:30 はつらつ教室
保 10:30 おはなしアイアイ
保 13:30 こころの相談

保総合検診 総 18:30 秋季テニス教室①
ア 19:00 ビーチボール教室

4 5 6 7 8 9 10
総 8:00 村長杯野球大会① 保 9:30はつらつ教室

保 10:30はつらつ教室
保 13:30 健康相談

保１歳６か月児健診 保総合検診 楽 9:30 はつらつ教室
保総合検診

保総合検診
さ 9:30 心配ごと相談
楽 14:00 七宝焼教室⑦

榛 10:00 敬老会
総 18:30 秋季テニス教室②

11 12 13 14 15 16 17
総 8:00 村長杯野球大会② 保 9:30はつらつ教室

保 10:30はつらつ教室
保 13:30 健康相談
楽 13:30 楽集シネマ

さ 10:00 
障害福祉なんでも相談

保総合検診
村 マイナンバーカード
申請・交付受付延長日
（～19:30まで）

楽 9:30 はつらつ教室
保総合検診

村 13:00 無料税務相談
楽 13:00 行政相談
楽 14:00 七宝焼教室⑧

総 18:30 秋季テニス教室③

18 19 20 21 22 23 24
敬老の日 村 13:30 

農地・農業者年金相談
楽 13:30 人権相談 楽 9:30 はつらつ教室

保 9:30 すくすく教室(栄養・母乳相談)
保 10:30 すくすく教室(ベビーマッサージ)
さ 13:30 無料法律相談

秋分の日
公 9:00 ママフェス

総 18:30 秋季テニス教室④

25 26 27 28 29 30 31
村 9:00 マイナンバー
カード申請・交付休日受
付（～11:30まで）
村 8:30 日曜税務窓口

保 9:30はつらつ教室
保 10:30はつらつ教室
保 13:30 健康相談
村 15:00 手話通訳者設置

保 13:00 乳児健診 楽 9:30 はつらつ教室
保総合検診

保総合検診
楽 13:30 陶芸教室①

広報カレンダー９月

【有料広告欄】

診療時間／AM8:30～PM12:00
　　　　　PM2:30～PM  7:00

(祝日のある週は水曜診療日)
休 診 日／日曜日･祝祭日･水曜日

健体康心！
匙なめて
　童たのしも
　　　　　夏氷

榛東村新井1223-1

0279-25-8820

実施場所
村村役場　保保健相談センター　さささえの家　中中央公民館　南南部コミセン　ふふれあい館　耳耳飾り館　
児児童館　アしんとうスポーツアリーナ　楽楽集センター　総総合グラウンド　公ふるさと公園　榛榛東中体育館

※ふれあい館休館日

９月12日（月）、26日（月）

いわくら榛東接骨院いわくら榛東接骨院
でんわ 090-7426-4752

榛東村広馬場 873-2 サクシードヒルＤ.Ｅ 2 部屋分
駐車場はウラに多数有ります　℡0279-25-8666
※八ノ海道信号東に 800m『小林新聞店さん』東 100m左折すぐ

(^o^) コロナ対策徹底！　個室施術、最新エコーも完備 (^o^)

『交通事故／労災指定・保険接骨院』７時半まで受付　時間外予約も可！

広告募集中
広告の掲載に関するお問い合わせは、役場総務課

（☎２６－２１９５　課直通）へ

有限会社 群馬サポート
☎0279-54-2322 村内全域
■浄化槽保守点検 ■浄化槽清掃
■浄化槽修理 ■一般くみとり
榛東村長岡939-1 お気軽に連絡ください。

新型コロナウイルス感染症予防のため、各行事について
中止や延期される場合があります。
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榛東中美術部展
　７月28日(木)～８月２日(火)、役場村民ホールにお
いて、榛東中学校の美術部展が開催され、美術部の生徒
たちが一生懸命制作した作品を展示しました。個性豊か
な作品が来場者を楽しませていました。

優良河川愛護団体表彰式
　７月７日（木）、榛東村の「榛名山麓のデ・レイケ堰
堤を見守る会」が優良河川愛護団体として群馬県知事か
ら表彰されました。同会は八幡川を中心に今も現役の砂
防堰堤として機能するデ・レイケ堰堤の調査に尽力し、
その周辺の雑木伐採、除草、堆砂除去、ごみ拾い等を数
年に渡り行ってきました。写真は今回表彰された各団体
の代表者の集合写真です。

自衛官の募集説明会
　７月26日（火）、役場で自衛官等募集相談会が開催さ
れました。前橋募集案内所の職員が、自衛隊のことや入
隊コース、受験手続などについて説明しました。
　前橋募集案内所では、自衛官を目指す方の相談を随時
受け付けています。（☎027-233-8960）

七宝焼き教室の開催
　７月８日（金）から計８回に渡り七宝焼き教室を開催
しています。七宝焼き教室では、参加者自身で綺麗なブ
ローチ等を製作します。９月にも開催を予定しておりま
すので、参加を希望される方は榛東村楽集センターまで
お問い合わせください。（☎54－0031）

水道関連施設の草刈り
　７月29日(金)、榛東村指定水道工事店組合がボラン
ティア活動として、村内の浄水場・揚水機場、貯水池の
草刈りを行いました。毎年行われているこの除草作業に
より、水道関連施設が円滑に維持管理されています。

村民卓球大会
　７月17日（日）、しんとうスポーツアリーナで３年ぶ
りに村民卓球大会が開催されました。計４チームの団体
戦は最後は「マスカット」と「３区」による全勝対決。
マスカットが激戦を制し、４大会連続優勝を達成しました。
　なお、本大会は新型コロナウイルス感染症対策として、
一部ルールを変更して実施されました。
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人口と世帯
（７月末日現在）

※（　）は対前月

総人口

男

女

世帯数

14,612人(－ ２)

 7,458人(－10)

7,154人(＋ ８)

6,112戸(－ ８)

　群馬県でも新型コロナウイ
ルス感染症の第7波が広がっ
ています。自分自身の体調管
理をしっかりし、換気や手洗
いうがいを徹底しましょう。
大変な状況だからこそ、助け
合いの気持ちを大切にしてい
きたいですね。（中）

イベント
情報

EVENTS  INFO

　鎌倉時代の終わりから室町時代にかけ、新
にっ

田
た

義
よし

貞
さだ

の鎌倉攻めや南北朝の動乱期に活躍したことが
記録に残る桃

もも

井
のい

氏ですが、結
ゆう

城
き

の合戦にて滅亡し
た後には、桃井の地は長

なが

尾
お

氏の勢力下に入ります。
このころには桃井城は吉岡町の大

おお

藪
やぶ

に築かれた桃
もも

井
のい

東
ひがし

城とともに一
いち

城
じょう

別
べっ

郭
かく

の型式をなし、戦乱に
備えた施設としての城であったようです。やがて
戦国時代に桃井の地は武田氏の支配下に入ります。
当地の湯浅家には、元

げん

亀
き

2年(1571年)に武田家
の家臣で箕

みの

輪
わ

城
じょう

主
しゅ

である内藤氏から受けた、屋
敷の竹木を伐採することを禁じた文書が伝わり、
この古文書により、当時のこの地は武田家勢力の
配下にあったことを示します。
　圃

ほ

場
じょう

整
せい

備
び

などでかつての風景も大きく変わり

ましたが、土
ど

塁
るい

の上の石造物や稲荷社、大藪の東
ひがし

城
じろ

を見晴らす周辺を散策し、桃井城があったころ
の景観を想像してはいかがでしょうか。
 （耳飾り館　学芸員）

明治・大正・昭和　　　むかしの教科書展
 問い合わせ先  耳飾り館（☎５４－１１３３）

榛東村の史跡と文化財　～桃
も も

井
の い

城
じょう

　その2１

編集だより

（榛東村かるた）
※御堀遺跡の範囲に桃井城があったとされる。

　令和４年度耳飾り館企画展として、むかしの教科書展を実施
しています。地域から北小学校に寄贈された資料である明治・
大正・昭和時代の教科書を展示中です。

開催期間：令和４年９月４日（日）まで
　　　　　（毎週月曜日は休館日）

※「化石・石材標本ミニ展示」「縄文土器・石器のさわれる展示」
も同時開催しています。ぜひご来場ください。
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